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2024 年５月９日  

 

各 位    

 会 社 名 株 式 会 社グッドスピード 

 代表者名 代 表 取 締 役 社 長  加 藤 久 統 

（コード番号：7676 東証グロース）  

 問合せ先 取締役 管理本部長  大 庭 寿 一 

    （TEL 052-933-4092）  

 

  

（開示事項の変更）「株式会社宇佐美鉱油による当社株券等に対する公開買付けに係る意見表明に関す

るお知らせ」の一部変更に関するお知らせ 

 

当社が 2024 年４月 10 日付で公表いたしました「株式会社宇佐美鉱油による当社株券等に対する公開

買付けに係る意見表明に関するお知らせ」（その後の変更を含みます。）について、一部変更すべき事項

（当該変更を以下「本変更」といいます。）がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

本変更は、2024 年４月 11日付で公開買付者が提出した公開買付届出書（2024 年４月 24日付で公開買

付者が提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。）の記載事項の一部に

訂正すべき事項（法第 27 条の８第１項、第８項及び府令第 22 条第２項の規定により、第１回公開買付

けにおける買付け等の期間を、届出当初の 2024 年５月 13 日から、当該公開買付届出書の訂正届出書の

提出日である 2024 年５月９日から起算して 10 営業日を経過した日にあたる 2024 年５月 23 日までの合

計 28営業日に延長することを含みます。）が生じ、これを訂正するため、公開買付者が、法第 27条の８

第１項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を2024年５月９日付で関東財務局長に提出したこ

とに伴い、生じたものとなります。なお、変更箇所には下線を付しております。 

 

記  

 

３．本両公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由  

（２）本両公開買付けに関する意見の根拠及び理由 

① 本両公開買付けの概要（変更前５～11 ページ） 

 

（変更前） 

＜前略＞ 

その後、公開買付者は、（i）2024年４月５日付で、当社の第５位の株主（2023年９月30日現在）

である株式会社伊藤工務店（所有株式数：69,300 株（所有割合：1.82％、以下伊藤工務店」といい

ます。）、及びその子会社である中部技建株式会社（以下「中部技建」といいます。中部技建は、本

日現在、当社株式を所有しておりません（注６）。）との間で、本日現在伊藤工務店が所有する当社

株式の全てについて、伊藤工務店（中部技建が伊藤工務店から当該株式の全てを譲り受けた場合に

は中部技建）が、第１回公開買付けには応募せず、第２回公開買付けに応募する旨を含む契約（以

下「本応募契約（伊藤工務店）」といいます。）を、（ii）2024 年３月 19 日付で、当社の第６位の株

主（2023 年９月 30 日現在）である山本文彦氏（所有株式数：68,000 株）、所有割合：1.79％、以下
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「山本氏」といいます。）との間で、その所有する当社株式の全てについて、第１回公開買付けには

応募せず、第２回公開買付けに応募する旨を含む契約（以下「本応募契約（山本氏）」といいます。）

を、（ⅲ）2024 年３月 27 日付で、当社の第 19 位の株主（2023 年９月 30 日現在）であり、当社の元

取締役である平松健太氏（所有株式数：12,700 株、所有割合：0.33％、以下「平松氏」といいま

す。）との間で、その所有する当社株式の全てについて、第１回公開買付けには応募せず、第２回公

開買付けに応募する旨を含む契約（以下「本応募契約（平松氏）」といいます。）を、（ⅳ）2024 年

４月２日付で、当社の第 20 位の株主（2023 年９月 30 日現在）であるバルクライン株式会社（所有

株式数：10,200 株、所有割合：0.27％、以下「バルクライン」といいます。）との間で、その所有

する当社株式の全てについて、第１回公開買付けには応募せず、第２回公開買付けに応募する旨を

含む契約（以下「本応募契約（バルクライン）」といいます。）を、（ⅴ）2024 年４月９日付で、当

社の第 10 位の株主（2023 年９月 30 日現在）であり、当社の元取締役である横地真吾氏（所有株式

数：39,000 株、所有割合：1.03％、以下「横地氏」といい、伊藤工務店、中部技建、山本氏、平松

氏及びバルクラインと総称して、以下「応募合意株主（第２回）」といいます。）との間で、その所

有する当社株式の全てについて、第１回公開買付けには応募せず、第２回公開買付けに応募する旨

を含む契約（以下「本応募契約（横地氏）」といいます。）それぞれ締結したとのことです。本応募

契約（伊藤工務店）、本応募契約（山本氏）、本応募契約（平松氏）、本応募契約（バルクライン）及

び本応募契約（横地氏）の概要については、下記「４．本両公開買付けに係る重要な合意」の「（３）

本応募契約（伊藤工務店）」、「（４）本応募契約（山本氏）」、「（５）本応募契約（平松氏）」、「（６）

本応募契約（バルクライン）」及び「（７）本応募契約（横地氏）」をご参照ください。 

＜中略＞ 

公開買付者は、公開買付者プレスリリースの公表時点においては、本取引において当社株式の買

付けに用いることができる総額に制約がある中で、当社の少数株主の皆様に対して一定のプレミア

ムが付された価格での売却機会を提供することを企図して、公開買付者プレスリリースにおいて公

表したスキーム（以下「当初スキーム」といいます。）により本取引を実施することを決定していた

とのことです。その後、2024 年３月 29 日に 2023 年９月期有価証券報告書の提出を受けて当社が債

務超過に陥っていることが判明したものの、当該時点においては当社の事業活動の継続のために金

融機関の一定の理解を得られていたため、公開買付者は、当初スキームを変更することなく第１回

公開買付けを開始したとのことです。その後も、当社は、第１回公開買付け開始後も引き続き当社

の借入先である金融機関との間で当社の借入金の返済時期等について協議を行っておりました。し

かしながら、当社は、2024 年４月 15 日、当該協議における当社の代理人弁護士より、2024 年４月

９日に提出された 2024 年９月期第１四半期報告書にて判明した当社の財務状況を鑑みると、当社の

財務状況が次第に悪化していることは明白であり、かかる状況を踏まえると、公開買付者による当

社の子会社化及び完全子会社化を早期に進めない限り、金融機関から債務超過の解消や借入金の早

期弁済を求められる可能性が否定できないため、公開買付者による当社の子会社化及び完全子会社

化を早期に進めるべきである旨助言を受けました。なお、第１回公開買付けの開始の公表は、2024

年９月期第１四半期報告書の提出の翌営業日であったため、第１回公開買付けの開始の公表時点に

おいては、当該代理人弁護士は 2024 年９月期第１四半期報告書の内容を検証中であり、当該代理人

弁護士から上記の旨の助言は受けておりませんでした。公開買付者は、2024 年４月 15 日、当社よ

り、当該代理人弁護士から上記の旨の助言を受けた旨伝達を受け、第２回公開買付けの成立をもっ

て確実に当社を子会社化し、可能な限り早期に本取引による当社株式の非公開化を完了させること

が、公開買付者グループ入りすることによる当社の信用補完に繋がり、本日現在取引停止となって

いる当社の取引先との信販取引等の再開等が見込め、当社の利益率の向上が期待できることから、

債務超過となっている当社の財務状況を改善させ、また、事業活動を安定させるためには最優先事

項であると考えるに至り、2024年４月16日、当社に対して、第１回公開買付けの開始時において予

定していた取引スキームを変更し、また、本契約の変更覚書を締結することを予定している旨を伝

達するとともに、同日、加藤氏及び Anela に対して、自己株式取得により当社が Anela 所有株式を
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取得し、公開買付者による当社の子会社化及び完全子会社化を 2024 年９月頃に完了することを予定

していた当初スキームを変更し、Anela 所有株式を第１回公開買付けに応募することについて打診

を行ったとのことです（なお、当初スキームにおいては、子会社化及び非公開化の完了予定時期は

2024年９月頃でしたが、当該スキーム変更を行った場合、子会社化の完了予定時期は2024年６月下

旬頃、非公開化の完了時期は、株式等売渡請求の場合は2024年７月下旬頃、株式併合の場合は2024

年９月上旬又は中旬頃となるとのことです。）。これを受け、加藤氏及び Anela としても、当社の財

務状況や当社の代理人弁護士からの助言を踏まえると、2024 年６月下旬頃となる予定の第２回公開

買付けの成立をもって確実に当社を子会社化し、可能な限り早期に本取引による当社株式の非公開

化を完了させることが、公開買付者グループ入りすることによる当社の信用補完に繋がり、本日現

在取引停止となっている当社の取引先との信販取引等の再開等が見込め、当社の利益率の向上が期

待できることから、債務超過となっている当社の財務状況を改善させ、また、当社の事業活動を安

定させるためには最優先事項であると考えるに至ったため、2024 年４月 24 日付で、加藤氏及び

Anela との間で、Anela が第１回公開買付けに Anela 所有株式を応募する旨を含む本契約の変更覚書

（以下「本覚書」といいます。）を締結したとのことです。本契約（本覚書による変更後のもの）の

概要については、下記「４. 本両公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「（１）本契約」を

ご参照ください。 

＜中略＞ 

なお、本取引を図で表示すると大要以下のとおりとなるとのことです。 

 

(ⅰ) 本両公開買付けの実施前 

当社株式（但し、当社が所有する自己株式を除きます。）を、公開買付者が100株（所有割合：

0.00％）、応募合意株主（第１回）が 1,811,208 株（所有割合：47.65％）、応募合意株主（第２回）

が 199,200 株（所有割合：5.24％）、少数株主が残りの 1,722,940 株（所有割合：46.64％）及び

第２回新株予約権 880 個（第２回新株予約権の目的である当社株式数 17,600 株（所有割合

0.46％））を所有しているとのことです。 

 

 
 

 

(ⅱ) 第１回公開買付け 

公開買付者は、本応募株式（第１回）の全てを取得することを主たる目的として第１回公開買

付け（第１回公開買付価格は 722 円、第１回公開買付けにおける本新株予約権１個当たりの買付

け等の価格（以下「第１回新株予約権買付価格」といいます。）は１円。）を実施するとのことで

す。 
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(ⅲ)第２回公開買付け 

公開買付者は、2024 年５月下旬を目途に、当社株式の全て（但し、公開買付者が所有する当社

株式、Anela 所有株式及び当社が所有する自己株式を除きます。）及び本新株予約権を取得するこ

とを目的として第２回公開買付け（第２回公開買付けにおける当社株式１株当たりの買付け等の

価格（以下「第２回公開買付価格」といいます。）は 850 円、第２回公開買付けにおける本新株予

約権１個当たりの買付け等の価格（以下「第２回新株予約権買付価格」といい、第１回新株予約

権買付価格と総称して、以下「本新株予約権買付価格」といいます。）は１円。）を開始予定との

ことです。公開買付者は、第１回公開買付けにより、少なくとも本応募株式（第１回）1,811,200

株（所有割合：47.65％）を取得し、第２回公開買付けにより、少なくとも応募合意株主（第２回）

がそれぞれ所有する当社株式の全て（合計株式数：199,200 株、所有割合：5.24％）を取得する

ことになるため、遅くとも第２回公開買付け成立後には、公開買付者は当社を子会社化すること

を予定しているとのことです。 

 

 

 

(ⅳ)  本スクイーズアウト手続 

公開買付者は、本両公開買付けにおいて、当社株式の全て（但し、公開買付者が所有する当社

株式及び当社が所有する自己株式を除きます。）を取得できなかった場合には、本両公開買付けの

成立後、本スクイーズアウト手続を実施予定とのことです。なお、本スクイーズアウト手続の完

了時期は、本日現在においては未定ですが、本スクイーズアウト手続が株式等売渡請求の方法に

よる場合は 2024 年７月下旬頃、株式併合の方法による場合は 2024 年９月上旬又は中旬頃とする

ことを予定しているとのことです。 

 

 

＜後略＞ 

  

（変更後） 

＜前略＞ 

その後、公開買付者は、（i）2024年４月５日付で、当社の第５位の株主（2023年９月30日現在）

である株式会社伊藤工務店（所有株式数：69,300 株（所有割合：1.82％、以下「伊藤工務店」とい

います。）、及びその子会社である中部技建株式会社（以下「中部技建」といいます。中部技建は、

本日現在、当社株式を所有しておりません（注６）。）との間で、本日現在伊藤工務店が所有する当

社株式の全てについて、伊藤工務店（中部技建が伊藤工務店から当該株式の全てを譲り受けた場合

には中部技建）が、第１回公開買付けには応募せず、第２回公開買付けに応募する旨を含む契約
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（以下「本応募契約（伊藤工務店）」といいます。）を、（ii）2024 年３月 19 日付で、当社の第６位

の株主（2023 年９月 30 日現在）である山本文彦氏（所有株式数：72,000 株）、所有割合：1.89％、

以下「山本氏」といいます。）との間で、その所有する当社株式の全てについて、第１回公開買付け

には応募せず、第２回公開買付けに応募する旨を含む契約（以下「本応募契約（山本氏）」といいま

す。）を、（ⅲ）2024 年３月 27 日付で、当社の第 19 位の株主（2023 年９月 30 日現在）であり、当

社の元取締役である平松健太氏（所有株式数：12,700 株、所有割合：0.33％、以下「平松氏」とい

います。）との間で、その所有する当社株式の全てについて、第１回公開買付けには応募せず、第２

回公開買付けに応募する旨を含む契約（以下「本応募契約（平松氏）」といいます。）を、（ⅳ）2024

年４月２日付で、当社の第 20 位の株主（2023 年９月 30 日現在）であるバルクライン株式会社（所

有株式数：10,200 株、所有割合：0.27％、以下「バルクライン」といいます。）との間で、その所

有する当社株式の全てについて、第１回公開買付けには応募せず、第２回公開買付けに応募する旨

を含む契約（以下「本応募契約（バルクライン）」といいます。）を、（ⅴ）2024 年４月９日付で、

当社の第 10 位の株主（2023 年９月 30 日現在）であり、当社の元取締役である横地真吾氏（所有株

式数：40,000 株、所有割合：1.05％、以下「横地氏」といい、伊藤工務店、中部技建、山本氏、平

松氏及びバルクラインと総称して、以下「応募合意株主（第２回）」といいます。）との間で、その

所有する当社株式の全てについて、第１回公開買付けには応募せず、第２回公開買付けに応募する

旨を含む契約（以下「本応募契約（横地氏）」といいます。）それぞれ締結したとのことです。本応

募契約（伊藤工務店）、本応募契約（山本氏）、本応募契約（平松氏）、本応募契約（バルクライン）

及び本応募契約（横地氏）の概要については、下記「４．本両公開買付けに係る重要な合意」の

「（３）本応募契約（伊藤工務店）」、「（４）本応募契約（山本氏）」、「（５）本応募契約（平松氏）」、

「（６）本応募契約（バルクライン）」及び「（７）本応募契約（横地氏）」をご参照ください。 

＜中略＞ 

公開買付者は、公開買付者プレスリリースの公表時点においては、本取引において当社株式の買

付けに用いることができる総額に制約がある中で、当社の少数株主の皆様に対して一定のプレミア

ムが付された価格での売却機会を提供することを企図して、公開買付者プレスリリースにおいて公

表したスキーム（以下「当初スキーム」といいます。）により本取引を実施することを決定していた

とのことです。その後、2024 年３月 29 日に 2023 年９月期有価証券報告書の提出を受けて当社が債

務超過に陥っていることが判明したものの、当該時点においては当社の事業活動の継続のために金

融機関の一定の理解を得られていたため、公開買付者は、当初スキームを変更することなく第１回

公開買付けを開始したとのことです。その後も、当社は、第１回公開買付け開始後も引き続き当社

の借入先である金融機関との間で当社の借入金の返済時期等について協議を行っておりました。し

かしながら、当社は、2024 年４月 15 日、当該協議における当社の代理人弁護士より、2024 年４月

９日に提出された 2024 年９月期第１四半期報告書にて判明した当社の財務状況を鑑みると、当社の

財務状況が次第に悪化していることは明白であり、かかる状況を踏まえると、公開買付者による当

社の子会社化及び完全子会社化を早期に進めない限り、金融機関から債務超過の解消や借入金の早

期弁済を求められる可能性が否定できないため、公開買付者による当社の子会社化及び完全子会社

化を早期に進めるべきである旨助言を受けました。なお、第１回公開買付けの開始の公表は、2024

年９月期第１四半期報告書の提出の翌営業日であったため、第１回公開買付けの開始の公表時点に

おいては、当該代理人弁護士は 2024 年９月期第１四半期報告書の内容を検証中であり、当該代理人

弁護士から上記の旨の助言は受けておりませんでした。公開買付者は、2024 年４月 15 日、当社よ

り、当該代理人弁護士から上記の旨の助言を受けた旨伝達を受け、第２回公開買付けの成立をもっ

て確実に当社を子会社化し、可能な限り早期に本取引による当社株式の非公開化を完了させること

が、公開買付者グループ入りすることによる当社の信用補完に繋がり、本日現在取引停止となって

いる当社の取引先との信販取引等の再開等が見込め、当社の利益率の向上が期待できることから、

債務超過となっている当社の財務状況を改善させ、また、事業活動を安定させるためには最優先事

項であると考えるに至り、2024 年４月 16 日、当社に対して、第１回公開買付けの開始時において
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予定していた取引スキームを変更し、また、本契約の変更覚書を締結することを予定している旨を

伝達するとともに、同日、加藤氏及び Anela に対して、自己株式取得により当社が Anela 所有株式

を取得し、公開買付者による当社の子会社化及び完全子会社化を 2024 年９月頃に完了することを予

定していた当初スキームを変更し、Anela 所有株式を第１回公開買付けに応募することについて打

診を行ったとのことです（なお、当初スキームにおいては、子会社化及び非公開化の完了予定時期

は 2024 年９月頃でしたが、当該スキーム変更を行った場合、子会社化の完了予定時期は 2024 年６

月下旬又は７月上旬頃、非公開化の完了時期は、株式等売渡請求の場合は 2024 年７月下旬又は８月

上旬頃、株式併合の場合は 2024 年９月頃となるとのことです。）。これを受け、加藤氏及び Anela と

しても、当社の財務状況や当社の代理人弁護士からの助言を踏まえると、2024 年６月下旬又は７月

上旬頃となる予定の第２回公開買付けの成立をもって確実に当社を子会社化し、可能な限り早期に

本取引による当社株式の非公開化を完了させることが、公開買付者グループ入りすることによる当

社の信用補完に繋がり、本日現在取引停止となっている当社の取引先との信販取引等の再開等が見

込め、当社の利益率の向上が期待できることから、債務超過となっている当社の財務状況を改善さ

せ、また、当社の事業活動を安定させるためには最優先事項であると考えるに至ったため、2024 年

４月 24 日付で、加藤氏及び Anela との間で、Anela が第１回公開買付けに Anela 所有株式を応募す

る旨を含む本契約の変更覚書（以下「本覚書」といいます。）を締結したとのことです。本契約（本

覚書による変更後のもの）の概要については、下記「４. 本両公開買付けに係る重要な合意に関す

る事項」の「（１）本契約」をご参照ください。 

＜中略＞ 

なお、本取引を図で表示すると大要以下のとおりとなるとのことです。 

 

(ⅰ) 本両公開買付けの実施前 

当社株式（但し、当社が所有する自己株式を除きます。）を、公開買付者が100株（所有割合：

0.00％）、応募合意株主（第１回）が 1,811,208 株（所有割合：47.65％）、応募合意株主（第２回）

が 204,200 株（所有割合：5.37％）、少数株主が残りの 1,767,940 株（所有割合：46.51％）及び

第２回新株予約権 880 個（第２回新株予約権の目的である当社株式数 17,600 株（所有割合

0.46％））を所有しているとのことです。 

 

    
 

(ⅱ) 第１回公開買付け 

公開買付者は、本応募株式（第１回）の全てを取得することを主たる目的として第１回公開買

付け（第１回公開買付価格は 722 円、第１回公開買付けにおける本新株予約権１個当たりの買付

け等の価格（以下「第１回新株予約権買付価格」といいます。）は１円。）を実施するとのことで

す。 
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(ⅲ)第２回公開買付け 

公開買付者は、2024 年５月下旬又は６月上旬を目途に、当社株式の全て（但し、公開買付者が

所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。）及び本新株予約権を取得することを

目的として第２回公開買付け（第２回公開買付けにおける当社株式１株当たりの買付け等の価格

（以下「第２回公開買付価格」といいます。）は 850 円、第２回公開買付けにおける本新株予約権

１個当たりの買付け等の価格（以下「第２回新株予約権買付価格」といい、第１回新株予約権買

付価格と総称して、以下「本新株予約権買付価格」といいます。）は１円。）を開始予定とのこと

です。公開買付者は、第１回公開買付けにより、少なくとも本応募株式（第１回）1,811,200 株

（所有割合：47.65％）を取得し、第２回公開買付けにより、少なくとも応募合意株主（第２回）

がそれぞれ所有する当社株式の全て（合計株式数：204,200 株、所有割合：5.37％）を取得する

ことになるため、遅くとも第２回公開買付け成立後には、公開買付者は当社を子会社化すること

を予定しているとのことです。 

 

 

 

(ⅳ)  本スクイーズアウト手続 

公開買付者は、本両公開買付けにおいて、当社株式の全て（但し、公開買付者が所有する当社

株式及び当社が所有する自己株式を除きます。）を取得できなかった場合には、本両公開買付けの

成立後、本スクイーズアウト手続を実施予定とのことです。なお、本スクイーズアウト手続の完

了時期は、本日現在においては未定ですが、本スクイーズアウト手続が株式等売渡請求の方法に

よる場合は 2024 年７月下旬又は８月上旬頃、株式併合の方法による場合は 2024 年９月頃とする

ことを予定しているとのことです。 

 

 

＜後略＞ 

② 公開買付者が本両公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本

両公開買付け後の経営方針  

(ⅰ) 公開買付者が本両公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
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（変更前 17～20 ページ） 

 

（変更前） 

＜前略＞ 

公開買付者は、公開買付者プレスリリースの公表時点においては、本取引において当社株式の

買付けに用いることができる総額に制約がある中で、当社の少数株主の皆様に対して一定のプレ

ミアムが付された価格での売却機会を提供することを企図して、当初スキームにより本取引を実

施することを決定していたとのことです。その後、2024 年３月 29 日に 2023 年９月期有価証券報

告書の提出を受けて当社が債務超過に陥っていることが判明したものの、当該時点においては当

社の事業活動の継続のために金融機関の一定の理解を得られていたため、公開買付者は、当初ス

キームを変更することなく第１回公開買付けを開始したとのことです。その後も、当社は、第１

回公開買付け開始後も引き続き当社の借入先である金融機関との間で当社の借入金の返済時期等

について協議を行っておりました。しかしながら、当社は、2024年４月15日、当該協議における

当社の代理人弁護士より、2024年４月９日に提出された2024年９月期第１四半期報告書にて判明

した当社の財務状況を鑑みると、当社の財務状況が次第に悪化していることは明白であり、かか

る状況を踏まえると、公開買付者による当社の子会社化及び完全子会社化を早期に進めない限り、

金融機関から債務超過の解消や借入金の早期弁済を求められる可能性が否定できないため、公開

買付者による当社の子会社化及び完全子会社化を早期に進めるべきである旨助言を受けました。

なお、第１回公開買付けの開始の公表は、2024 年９月期第１四半期報告書の提出の翌営業日であ

ったため、第１回公開買付けの開始の公表時点においては、当該代理人弁護士は 2024 年９月期第

１四半期報告書の内容を検証中であり、当該代理人弁護士から上記の旨の助言は受けておりませ

んでした。公開買付者は、2024年４月15日、当社より、当該代理人弁護士から上記の旨の助言を

受けた旨伝達を受け、第２回公開買付けの成立をもって確実に当社を子会社化し、可能な限り早

期に本取引による当社株式の非公開化を完了させることが、公開買付者グループ入りすることに

よる当社の信用補完に繋がり、本日現在取引停止となっている当社の取引先との信販取引等の再

開等が見込め、当社の利益率の向上が期待できることから、債務超過となっている当社の財務状

況を改善させ、また、事業活動を安定させるためには最優先事項であると考えるに至り、2024 年

４月 16 日、当社に対して、第１回公開買付けの開始時において予定していた取引スキームを変更

し、また、本契約の変更覚書を締結することを予定している旨を伝達するとともに、同日、加藤

氏及び Anela に対して、自己株式取得により当社が Anela 所有株式を取得し、公開買付者による

当社の子会社化及び完全子会社化を 2024 年９月頃に完了することを予定していた当初スキームを

変更し、Anela 所有株式を第１回公開買付けに応募することについて打診を行ったとのことです

（なお、当初スキームにおいては、子会社化及び非公開化の完了予定時期は 2024 年９月頃でした

が、当該スキーム変更を行った場合、子会社化の完了予定時期は 2024 年６月下旬頃、非公開化の

完了時期は、株式等売渡請求の場合は 2024 年７月下旬頃、株式併合の場合は 2024 年９月上旬又

は中旬頃となるとのことです。）。これを受け、加藤氏及び Anela としても、当社の財務状況や当

社の代理人弁護士からの助言を踏まえると、2024 年６月下旬頃となる予定の第２回公開買付けの

成立をもって確実に当社を子会社化し、可能な限り早期に本取引による当社株式の非公開化を完

了させることが、公開買付者グループ入りすることによる当社の信用補完に繋がり、本日現在取

引停止となっている当社の取引先との信販取引等の再開等が見込め、当社の利益率の向上が期待

できることから、債務超過となっている当社の財務状況を改善させ、また、当社の事業活動を安

定させるためには最優先事項であると考えるに至ったため、2024 年４月 24 日付で、加藤氏及び

Anela との間で、Anela が第１回公開買付けに Anela 所有株式を応募する旨を含む本覚書を締結し

たとのことです。そして、今般、公開買付者は、2024年４月24日、当初スキームを変更すること

としたとのことです。 
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（変更後） 

＜前略＞ 

公開買付者は、公開買付者プレスリリースの公表時点においては、本取引において当社株式の

買付けに用いることができる総額に制約がある中で、当社の少数株主の皆様に対して一定のプレ

ミアムが付された価格での売却機会を提供することを企図して、当初スキームにより本取引を実

施することを決定していたとのことです。その後、2024 年３月 29 日に 2023 年９月期有価証券報

告書の提出を受けて当社が債務超過に陥っていることが判明したものの、当該時点においては当

社の事業活動の継続のために金融機関の一定の理解を得られていたため、公開買付者は、当初ス

キームを変更することなく第１回公開買付けを開始したとのことです。その後も、当社は、第１

回公開買付け開始後も引き続き当社の借入先である金融機関との間で当社の借入金の返済時期等

について協議を行っておりました。しかしながら、当社は、2024年４月15日、当該協議における

当社の代理人弁護士より、2024年４月９日に提出された2024年９月期第１四半期報告書にて判明

した当社の財務状況を鑑みると、当社の財務状況が次第に悪化していることは明白であり、かか

る状況を踏まえると、公開買付者による当社の子会社化及び完全子会社化を早期に進めない限り、

金融機関から債務超過の解消や借入金の早期弁済を求められる可能性が否定できないため、公開

買付者による当社の子会社化及び完全子会社化を早期に進めるべきである旨助言を受けました。

なお、第１回公開買付けの開始の公表は、2024 年９月期第１四半期報告書の提出の翌営業日であ

ったため、第１回公開買付けの開始の公表時点においては、当該代理人弁護士は 2024 年９月期第

１四半期報告書の内容を検証中であり、当該代理人弁護士から上記の旨の助言は受けておりませ

んでした。公開買付者は、2024年４月15日、当社より、当該代理人弁護士から上記の旨の助言を

受けた旨伝達を受け、第２回公開買付けの成立をもって確実に当社を子会社化し、可能な限り早

期に本取引による当社株式の非公開化を完了させることが、公開買付者グループ入りすることに

よる当社の信用補完に繋がり、本日現在取引停止となっている当社の取引先との信販取引等の再

開等が見込め、当社の利益率の向上が期待できることから、債務超過となっている当社の財務状

況を改善させ、また、事業活動を安定させるためには最優先事項であると考えるに至り、2024 年

４月 16 日、当社に対して、第１回公開買付けの開始時において予定していた取引スキームを変更

し、また、本契約の変更覚書を締結することを予定している旨を伝達するとともに、同日、加藤

氏及び Anela に対して、自己株式取得により当社が Anela 所有株式を取得し、公開買付者による

当社の子会社化及び完全子会社化を 2024 年９月頃に完了することを予定していた当初スキームを

変更し、Anela 所有株式を第１回公開買付けに応募することについて打診を行ったとのことです

（なお、当初スキームにおいては、子会社化及び非公開化の完了予定時期は 2024 年９月頃でした

が、当該スキーム変更を行った場合、子会社化の完了予定時期は 2024 年６月下旬又は７月上旬頃、

非公開化の完了時期は、株式等売渡請求の場合は 2024 年７月下旬又は８月上旬頃、株式併合の場

合は 2024 年９月頃となるとのことです。）。これを受け、加藤氏及び Anela としても、当社の財務

状況や当社の代理人弁護士からの助言を踏まえると、2024 年６月下旬又は７月上旬頃となる予定

の第２回公開買付けの成立をもって確実に当社を子会社化し、可能な限り早期に本取引による当

社株式の非公開化を完了させることが、公開買付者グループ入りすることによる当社の信用補完

に繋がり、本日現在取引停止となっている当社の取引先との信販取引等の再開等が見込め、当社

の利益率の向上が期待できることから、債務超過となっている当社の財務状況を改善させ、また、

当社の事業活動を安定させるためには最優先事項であると考えるに至ったため、2024年４月24日

付で、加藤氏及びAnelaとの間で、Anelaが第１回公開買付けにAnela所有株式を応募する旨を含

む本覚書を締結したとのことです。そして、今般、公開買付者は、2024年４月24日、当初スキー

ムを変更することとしたとのことです。 

 

⑤ 当社が本両公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由（変更前 27～28 ページ） 
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（変更前） 

＜前略＞ 

（ⅵ） 第２回公開買付けに下限を設定すると第２回公開買付けの成立が不確実となるため、当社

の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に売却の機会を確実に提供する観点から、第２回公開

買付けに下限が設定されていないため、本両公開買付けの成立後、公開買付者及びAnelaが所有

する当社株式の議決権数が当社の総議決権の３分の２を下回る可能性があるものの、その場合

であっても公開買付者は本スクイーズアウト手続を実行する方針であること。なお、過去５年

間における当社の定時株主総会における議決権行使比率は、2019 年９月期に係る定時株主総会

は約71.49％、2020年９月期に係る定時株主総会は約70.75％、2021年９月期に係る定時株主総

会は約71.24％、2022年９月期に係る定時株主総会は約69.05％、2023年９月期に係る定時株主

総会は約 62.61％であり、これらの定時株主総会における議決権行使比率の平均は約 69.03％で

あり、仮に本臨時株主総会における本株式併合に係る議案への議決権行使比率が同様の水準で

ある場合には、約 46.02％の賛成により当該議案は可決されることとなると考えられるところ、

公開買付者は、第１回公開買付けに係る買付予定数の下限を 911,200 株（所有割合：23.97％）

に設定していることから、第１回公開買付けが成立した場合、公開買付者の所有する当社株式

数及び（第１回公開買付け及び第２回公開買付けの成立を条件として、本契約において、本臨

時株主総会において本株式併合に関する議案に賛成票を投じる旨を合意している）Anela が所有

する Anela 所有株式数の合計は少なくとも 1,811,308 株（所有割合：47.65％）となることに加

えて、第２回公開買付けにおいては一般株主による応募も想定されることから、本両公開買付

け成立後に本スクイーズアウト手続として行われる株式併合の議案が本臨時株主総会において

承認される見込みも十分に認められること。また、仮に本両公開買付け成立後の当社の株主の

当社株式の所有状況によって本スクイーズアウト手続が実施されないこととなっても、公開買

付者は、本両公開買付けへの応募状況や第２回公開買付けの成立後の時点における当社の株主

の属性及び所有状況並びに市場株価の動向も踏まえた上で、本株式併合に係る議案が当社の株

主総会において現実的に承認される水準（具体的な水準は、本臨時株主総会における議決権行

使比率等を踏まえて決定するとのことです。）に至るまで、市場内での買付け又は市場外での相

対取得等の方法により、当社株式を追加取得し、当社株式の非公開化を目指す予定とのことで

あり、最終的に当社株式のスクイーズアウト手続が実施される可能性が相当程度認められ、か

つ、公開買付者は、当該追加取得実施時点での当社株式の市場株価を考慮して決定する価格

（但し、当該価格は、第２回公開買付価格と比較して、第２回公開買付けに応募した株主又は

当該追加取得に対応して売却する株主にとって経済的に不利益と評価されることのない合理的

な価格（当社が株式併合又は株式分割をするなど、調整を要する事象が発生しない限り、原則

として第２回公開買付価格と同額）とするとのことです。）にて、当社株式を追加取得すること

を想定しているとのことであることから、本両公開買付けが二段階の公開買付けにより構成さ

れ、かつ第２回公開買付けに下限が設定されていないことを考慮しても、本両公開買付けによ

る強圧性の問題は生じないと考えられること。なお、理論上は、第２回公開買付けにおいて、

本臨時株主総会における本株式併合に係る議案が承認されるに足る応募が得られない可能性が

０ではないものの、(ア)公開買付者において、本日時点で、加藤氏に加えて応募合意株主（第

２回）との間で、それぞれの所有する当社株式の全て（合計株式数：199,200 株、所有割合：

5.24％）について、第１回公開買付けには応募せず、第２回公開買付けに応募する旨を含む応

募契約を締結していること、（イ）公開買付者は、仮に本両公開買付け成立後の当社の株主の当

社株式の所有状況によって本スクイーズアウト手続が実施されないこととなっても、その場合

の対応として、本株式併合に係る議案が当社の株主総会において現実的に承認される水準（具

体的な水準は、本臨時株主総会における議決権行使比率等を踏まえて決定するとのことです。）

に至るまで、市場内での買付け又は市場外での相対取得等の方法により、当社株式を追加取得

し、当社株式の非公開化を目指す予定であることを宣言していること、（ウ）かかる追加取得の

際の価格についても、原則として第２回公開買付価格と同額とすることが想定されていること、

及び（エ）2024 年４月 10 日の当社株式の株価の終値は第２回公開買付価格を下回っていること

を踏まえ、本日時点において、左記記載の見込みに変更はないと考えております。 
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＜後略＞ 

 

（変更後） 

＜前略＞ 

（ⅵ） 第２回公開買付けに下限を設定すると第２回公開買付けの成立が不確実となるため、当社

の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に売却の機会を確実に提供する観点から、第２回公開

買付けに下限が設定されていないため、本両公開買付けの成立後、公開買付者及びAnelaが所有

する当社株式の議決権数が当社の総議決権の３分の２を下回る可能性があるものの、その場合

であっても公開買付者は本スクイーズアウト手続を実行する方針であること。なお、過去５年

間における当社の定時株主総会における議決権行使比率は、2019 年９月期に係る定時株主総会

は約71.49％、2020年９月期に係る定時株主総会は約70.75％、2021年９月期に係る定時株主総

会は約71.24％、2022年９月期に係る定時株主総会は約69.05％、2023年９月期に係る定時株主

総会は約 62.61％であり、これらの定時株主総会における議決権行使比率の平均は約 69.03％で

あり、仮に本臨時株主総会における本株式併合に係る議案への議決権行使比率が同様の水準で

ある場合には、約 46.02％の賛成により当該議案は可決されることとなると考えられるところ、

公開買付者は、第１回公開買付けに係る買付予定数の下限を 911,200 株（所有割合：23.97％）

に設定していることから、第１回公開買付けが成立した場合、公開買付者の所有する当社株式

数及び（第１回公開買付け及び第２回公開買付けの成立を条件として、本契約において、本臨

時株主総会において本株式併合に関する議案に賛成票を投じる旨を合意している）Anela が所有

する Anela 所有株式数の合計は少なくとも 1,811,308 株（所有割合：47.65％）となることに加

えて、第２回公開買付けにおいては一般株主による応募も想定されることから、本両公開買付

け成立後に本スクイーズアウト手続として行われる株式併合の議案が本臨時株主総会において

承認される見込みも十分に認められること。また、仮に本両公開買付け成立後の当社の株主の

当社株式の所有状況によって本スクイーズアウト手続が実施されないこととなっても、公開買

付者は、本両公開買付けへの応募状況や第２回公開買付けの成立後の時点における当社の株主

の属性及び所有状況並びに市場株価の動向も踏まえた上で、本株式併合に係る議案が当社の株

主総会において現実的に承認される水準（具体的な水準は、本臨時株主総会における議決権行

使比率等を踏まえて決定するとのことです。）に至るまで、市場内での買付け又は市場外での相

対取得等の方法により、当社株式を追加取得し、当社株式の非公開化を目指す予定とのことで

あり、最終的に当社株式のスクイーズアウト手続が実施される可能性が相当程度認められ、か

つ、公開買付者は、当該追加取得実施時点での当社株式の市場株価を考慮して決定する価格

（但し、当該価格は、第２回公開買付価格と比較して、第２回公開買付けに応募した株主又は

当該追加取得に対応して売却する株主にとって経済的に不利益と評価されることのない合理的

な価格（当社が株式併合又は株式分割をするなど、調整を要する事象が発生しない限り、原則

として第２回公開買付価格と同額）とするとのことです。）にて、当社株式を追加取得すること

を想定しているとのことであることから、本両公開買付けが二段階の公開買付けにより構成さ

れ、かつ第２回公開買付けに下限が設定されていないことを考慮しても、本両公開買付けによ

る強圧性の問題は生じないと考えられること。なお、理論上は、第２回公開買付けにおいて、

本臨時株主総会における本株式併合に係る議案が承認されるに足る応募が得られない可能性が

０ではないものの、(ア)公開買付者において、本日時点で、加藤氏に加えて応募合意株主（第

２回）との間で、それぞれの所有する当社株式の全て（合計株式数：204,200 株、所有割合：

5.37％）について、第１回公開買付けには応募せず、第２回公開買付けに応募する旨を含む応

募契約を締結していること、（イ）公開買付者は、仮に本両公開買付け成立後の当社の株主の当

社株式の所有状況によって本スクイーズアウト手続が実施されないこととなっても、その場合

の対応として、本株式併合に係る議案が当社の株主総会において現実的に承認される水準（具

体的な水準は、本臨時株主総会における議決権行使比率等を踏まえて決定するとのことです。）

に至るまで、市場内での買付け又は市場外での相対取得等の方法により、当社株式を追加取得

し、当社株式の非公開化を目指す予定であることを宣言していること、（ウ）かかる追加取得の

際の価格についても、原則として第２回公開買付価格と同額とすることが想定されていること、
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及び（エ）2024 年４月 10 日の当社株式の株価の終値は第２回公開買付価格を下回っていること

を踏まえ、本日時点において、左記記載の見込みに変更はないと考えております。 

＜後略＞ 

 

（５）本両公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）（変更前 32～33 ペー

ジ） 

② 株式併合 

 

（変更前） 

本両公開買付けの成立後、公開買付者が所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権

の数の 90％未満である場合には、公開買付者は、本両公開買付けの決済の完了後速やかに、当社に

対し、会社法第 180 条に基づき当社株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと及び

本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを

付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催することを要請する予

定とのことです（本臨時株主総会の開催時期は本日現在においては未定ですが 2024 年８月上旬又は

中旬頃の開催を予定しているとのことです。）。なお、公開買付者は、当社の企業価値向上の観点か

ら、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、第２回公開買付け

の決済の開始後の近接する日が本臨時株主総会の基準日となるように、当社に対して第２回公開買

付期間中に基準日設定公告を行うことを要請する予定とのことです。当社は、2024 年４月 10 日現

在、公開買付者の要請に応じ本臨時株主総会を開催する予定です。なお、公開買付者は、本臨時株

主総会において上記各議案に賛成する予定です。 

＜後略＞ 

 

（変更後） 

本両公開買付けの成立後、公開買付者が所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権

の数の 90％未満である場合には、公開買付者は、本両公開買付けの決済の完了後速やかに、当社に

対し、会社法第 180 条に基づき当社株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと及び

本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを

付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催することを要請する予

定とのことです（本臨時株主総会の開催時期は本日現在においては未定ですが 2024 年８月頃の開催

を予定しているとのことです。）。なお、公開買付者は、当社の企業価値向上の観点から、本臨時株

主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、第２回公開買付けの決済の開始

後の近接する日が本臨時株主総会の基準日となるように、当社に対して第２回公開買付期間中に基

準日設定公告を行うことを要請する予定とのことです。当社は、2024年４月10日現在、公開買付者

の要請に応じ本臨時株主総会を開催する予定です。なお、公開買付者は、本臨時株主総会において

上記各議案に賛成する予定です。 

＜後略＞ 

 

（６）買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本両公開

買付けの公正性を担保するための措置 

⑥ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置（変更前 47 ページ） 

 

（変更前） 

公開買付者は、第１回公開買付期間を 20 営業日としているものの、本両公開買付けの開始予定の

公表から実際の第１回公開買付けの開始までの期間が一定期間に亘り、かつ、本取引では公開買付

けが２回予定されており、第２回公開買付けは第１回公開買付けが成立した場合に限り実施される

ものであるため、当社の一般株主の皆様の本両公開買付けに対する応募についての適切な判断機会
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及び公開買付者以外の者による当社株式に対する買付け等の機会は確保されているものと考えてお

ります。また、公開買付者と当社は、当社が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取

引保護条項を含む合意等、対抗的買収提案者が当社との間で接触することを制限するような内容の

合意は一切行っておりません。このように、上記本両公開買付けの開始までの期間と併せ、対抗的

な買付け等の機会が確保されることにより、本両公開買付けの公正性の担保に配慮しております。

また、上記「（２）本両公開買付けに関する意見の根拠及び理由」の「⑤当社が本両公開買付けに賛

同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、当社は、本取引の具体的な検討・交渉

に先立ち、当社のファイナンシャル・アドバイザーであるみずほ銀行経由で、当社株式の取得に興

味を持つ可能性のある複数の第三者候補との間で、情報管理に留意しながら相応のコミュニケーシ

ョンを図った上で本プロセスを実施しており、公開買付者以外の者による当社株式に対する買付け

等その他の取引機会を積極的に設けております。 

 

（変更後） 

公開買付者は、第１回公開買付けの開始時点においては第１回公開買付期間を 20 営業日としてい

たものの、公開買付者が 2024 年４月 11 日付で提出した公開買付届出書（公開買付者が 2024 年４月

24 日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。）につきまして、

記載事項の一部に誤記があったため、訂正すべき事項が生じたので、法第 27 条の８第１項の規定に

基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出したとのことであり、これに伴い、法第 27 条の８第８

項及び府令第 22 条第２項の規定により、第１回公開買付期間を、当該訂正届出書の提出日である

2024 年５月９日から起算して10営業日を経過した日である 2024 年５月 23日まで延長したとのこと

であるため、第１回公開買付期間は 28 営業日となったとのことです。公開買付者は、本両公開買付

けの開始予定の公表から実際の第１回公開買付けの開始までの期間が一定期間に亘り、かつ、本取

引では公開買付けが２回予定されており、第２回公開買付けは第１回公開買付けが成立した場合に

限り実施されるものであるため、当社の一般株主の皆様の本両公開買付けに対する応募についての

適切な判断機会及び公開買付者以外の者による当社株式に対する買付け等の機会は確保されている

ものと考えております。また、公開買付者と当社は、当社が対抗的買収提案者と接触することを禁

止するような取引保護条項を含む合意等、対抗的買収提案者が当社との間で接触することを制限す

るような内容の合意は一切行っておりません。このように、上記本両公開買付けの開始までの期間

と併せ、対抗的な買付け等の機会が確保されることにより、本両公開買付けの公正性の担保に配慮

しております。また、上記「（２）本両公開買付けに関する意見の根拠及び理由」の「⑤当社が本両

公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、当社は、本取引の具体

的な検討・交渉に先立ち、当社のファイナンシャル・アドバイザーであるみずほ銀行経由で、当社

株式の取得に興味を持つ可能性のある複数の第三者候補との間で、情報管理に留意しながら相応の

コミュニケーションを図った上で本プロセスを実施しており、公開買付者以外の者による当社株式

に対する買付け等その他の取引機会を積極的に設けております。 

 

以 上  

  

（参考）2024 年５月９日付（変更）公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社グッドスピー

ド（証券コード：7676）の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関す

るお知らせ（別添） 
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2024年５月９日 

各 位 

会 社 名 株式会社宇佐美鉱油 

代 表 者 名 代表取締役社長 宇佐美 智也 

問 合 せ 先 052-586-1166（代表） 

 

 

（変更）公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う 

「株式会社グッドスピード（証券コード：7676）の株券等に対する 

公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ 

 

株式会社宇佐美鉱油（以下「公開買付者」といいます。）は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といい

ます。）グロース市場に上場している株式会社グッドスピード（以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者

株式」といいます。）及び2019年11月13日開催の対象者取締役会の決議に基づいて発行された第２回新株予約権に対する

金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。）に基づく公開買付けを2024

年４月11日より開始しております。 

今般、公開買付者が2024年４月11日付で提出いたしました公開買付届出書（公開買付者が2024年４月24日付で提出し

た公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。）の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、

これを訂正するため、法第 27 条の８第１項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出いたしました。当該訂正

届出書の提出に伴い、法第 27 条の８第８項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成

２年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。）第 22 条第２項の規定により、第１回公開買付けにおける買付け等の期

間は、届出当初の2024年５月13日から2024年５月23日まで合計28営業日に延長されます。 

これに伴い、2024年４月10日付「株式会社グッドスピード（証券コード：7676）の株券等に対する公開買付けの開始に

関するお知らせ」（2024年４月24日付「（変更）公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社グッドスピード（証

券コード：7676）の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ」により変更された事

項を含みます。）の内容を変更いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。なお、変更箇所には下線を付してお

ります。 

 

（変更前） 

＜前略＞ 

その後、公開買付者は、（ⅰ）2024 年４月５日付で、対象者の第５位の株主（2023 年９月 30 日現在）である株式会社伊

藤工務店（所有株式数：69,300 株、所有割合：1.82％、以下「伊藤工務店」といいます。）及びその子会社である中部技建

株式会社（以下「中部技建」といいます。中部技建は、本日現在、対象者株式を所有しておりません（注７）。）との間で、

本日現在伊藤工務店が所有する対象者株式の全てについて、伊藤工務店（中部技建が伊藤工務店から当該株式の全てを譲

り受けた場合には中部技建）が、第１回公開買付けには応募せず、第２回公開買付けに応募する旨を含む契約を、（ⅱ）

2024年３月19日付で、対象者の第６位の株主（2023年９月30日現在）である山本文彦氏（所有株式数：68,000株、所有

割合：1.79％）との間で、その所有する対象者株式の全てについて、第１回公開買付けには応募せず、第２回公開買付け

に応募する旨を含む契約といいます。）を、（ⅲ）2024年３月27日付で、対象者の第19位の株主（2023年9月30日現在）

であり、対象者の元取締役である平松健太氏（所有株式数：12,700 株、所有割合：0.33％）との間で、その所有する対象

者株式の全てについて、第１回公開買付けには応募せず、第２回公開買付けに応募する旨を含む契約を、（ⅳ）2024 年４月
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２日付で、対象者の第 20 位の株主（2023 年９月 30 日現在）であるバルクライン株式会社（所有株式数：10,200 株、所有

割合：0.27％）との間で、その所有する対象者株式の全てについて、第１回公開買付けには応募せず、第２回公開買付け

に応募する旨を含む契約を、（ⅴ）2024年４月９日付で、対象者の第10位の株主（2023年９月30日現在）であり、対象者

の元取締役である横地真吾氏（所有株式数：39,000 株、所有割合：1.03％）との間で、その所有する対象者株式の全てに

ついて、第１回公開買付けには応募せず、第２回公開買付けに応募する旨を含む契約をそれぞれ締結いたしました。 

 

＜中略＞ 

 

公開買付者は、公開買付者プレスリリースの公表時点においては、本取引において対象者株式の買付けに用いることが

できる総額に制約がある中で、対象者の少数株主の皆様に対して一定のプレミアムが付された価格での売却機会を提供す

ることを企図して、公開買付者プレスリリースにおいて公表したスキーム（以下「当初スキーム」といいます。）により本

取引を実施することを決定しておりました。その後、2024 年３月 29 日に 2023 年９月期有価証券報告書の提出を受けて対

象者が債務超過に陥っていることが判明したものの、対象者によれば、当該時点においては対象者の事業活動の継続のた

めに金融機関の一定の理解を得られているとのことであったため、公開買付者は、当初スキームを変更することなく第１

回公開買付けを開始いたしました。その後も、対象者は、第１回公開買付け開始後も引き続き対象者の借入先である金融

機関との間で対象者の借入金の返済時期等について協議を行っていたとのことです。しかしながら、対象者によれば、対

象者は、2024 年４月 15 日、当該協議における対象者の代理人弁護士より、2024 年４月９日に提出された 2024 年９月期第

１四半期報告書にて判明した対象者の財務状況を鑑みると、対象者の財務状況が次第に悪化していることは明白であり、

かかる状況を踏まえると、公開買付者による対象者の子会社化及び完全子会社化を早期に進めない限り、金融機関から債

務超過の解消や借入金の早期弁済を求められる可能性が否定できないため、公開買付者による対象者の子会社化及び完全

子会社化を早期に進めるべきである旨助言を受けたとのことです。なお、対象者によれば、第１回公開買付けの開始の公

表は、2024 年９月期第１四半期報告書の提出の翌営業日であったため、第１回公開買付けの開始の公表時点においては、

当該代理人弁護士は 2024 年９月期第１四半期報告書の内容を検証中であり、当該代理人弁護士から上記の旨の助言は受け

ていなかったとのことです。公開買付者は、2024年４月15日、対象者より、当該代理人弁護士から上記の旨の助言を受け

た旨伝達を受け、第２回公開買付けの成立をもって確実に対象者を子会社化し、可能な限り早期に本取引による対象者株

式の非公開化を完了させることが、公開買付者グループ入りすることによる対象者の信用補完に繋がり、本日現在取引停

止となっている対象者の取引先との信販取引等の再開等が見込め、対象者の利益率の向上が期待できることから、債務超

過となっている対象者の財務状況を改善させ、また、事業活動を安定させるためには最優先事項であると考えるに至り、

2024年４月16日、対象者に対して、第１回公開買付けの開始時において予定していた取引スキームを変更し、また、本契

約の変更覚書を締結することを予定している旨を伝達するとともに、同日、加藤氏及び Anela に対して、自己株式取得に

より対象者が Anela 所有株式を取得し、公開買付者による対象者の子会社化及び完全子会社化を 2024 年９月頃に完了する

ことを予定していた当初スキームを変更し、Anela 所有株式を第１回公開買付けに応募することについて打診を行いました

（なお、当初スキームにおいては、子会社化及び非公開化の完了予定時期は 2024 年９月頃でしたが、当該スキーム変更を

行った場合、子会社化の完了予定時期は2024年６月下旬頃、非公開化の完了時期は、株式等売渡請求の場合は2024年７月

下旬頃、株式併合の場合は 2024 年９月上旬又は中旬頃となります。）。これを受け、加藤氏及び Anela としても、対象者の

財務状況や対象者の代理人弁護士からの助言を踏まえると、2024 年６月下旬頃となる予定の第２回公開買付けの成立を

もって確実に対象者を子会社化し、可能な限り早期に本取引による対象者株式の非公開化を完了させることが、公開買付

者グループ入りすることによる対象者の信用補完に繋がり、本日現在取引停止となっている対象者の取引先との信販取引

等の再開等が見込め、対象者の利益率の向上が期待できることから、債務超過となっている対象者の財務状況を改善させ、

また、対象者の事業活動を安定させるためには最優先事項であると考えるに至ったため、2024年４月24日付で、加藤氏及
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び Anela との間で、Anela が第１回公開買付けに Anela 所有株式を応募する旨を含む本契約の変更覚書を締結いたしまし

た。 

＜後略＞ 

 

（変更後） 

＜前略＞ 

その後、公開買付者は、（ⅰ）2024 年４月５日付で、対象者の第５位の株主（2023 年９月 30 日現在）である株式会社伊

藤工務店（所有株式数：69,300 株、所有割合：1.82％、以下「伊藤工務店」といいます。）及びその子会社である中部技建

株式会社（以下「中部技建」といいます。中部技建は、本日現在、対象者株式を所有しておりません（注７）。）との間で、

本日現在伊藤工務店が所有する対象者株式の全てについて、伊藤工務店（中部技建が伊藤工務店から当該株式の全てを譲

り受けた場合には中部技建）が、第１回公開買付けには応募せず、第２回公開買付けに応募する旨を含む契約を、（ⅱ）

2024年３月19日付で、対象者の第６位の株主（2023年９月30日現在）である山本文彦氏（所有株式数：72,000株、所有

割合：1.89％）との間で、その所有する対象者株式の全てについて、第１回公開買付けには応募せず、第２回公開買付け

に応募する旨を含む契約といいます。）を、（ⅲ）2024年３月27日付で、対象者の第19位の株主（2023年9月30日現在）

であり、対象者の元取締役である平松健太氏（所有株式数：12,700 株、所有割合：0.33％）との間で、その所有する対象

者株式の全てについて、第１回公開買付けには応募せず、第２回公開買付けに応募する旨を含む契約を、（ⅳ）2024 年４月

２日付で、対象者の第 20 位の株主（2023 年９月 30 日現在）であるバルクライン株式会社（所有株式数：10,200 株、所有

割合：0.27％）との間で、その所有する対象者株式の全てについて、第１回公開買付けには応募せず、第２回公開買付け

に応募する旨を含む契約を、（ⅴ）2024年４月９日付で、対象者の第10位の株主（2023年９月30日現在）であり、対象者

の元取締役である横地真吾氏（所有株式数：40,000 株、所有割合：1.05％）との間で、その所有する対象者株式の全てに

ついて、第１回公開買付けには応募せず、第２回公開買付けに応募する旨を含む契約をそれぞれ締結いたしました。 

 

＜中略＞ 

 

公開買付者は、公開買付者プレスリリースの公表時点においては、本取引において対象者株式の買付けに用いることが

できる総額に制約がある中で、対象者の少数株主の皆様に対して一定のプレミアムが付された価格での売却機会を提供す

ることを企図して、公開買付者プレスリリースにおいて公表したスキーム（以下「当初スキーム」といいます。）により本

取引を実施することを決定しておりました。その後、2024 年３月 29 日に 2023 年９月期有価証券報告書の提出を受けて対

象者が債務超過に陥っていることが判明したものの、対象者によれば、当該時点においては対象者の事業活動の継続のた

めに金融機関の一定の理解を得られているとのことであったため、公開買付者は、当初スキームを変更することなく第１

回公開買付けを開始いたしました。その後も、対象者は、第１回公開買付け開始後も引き続き対象者の借入先である金融

機関との間で対象者の借入金の返済時期等について協議を行っていたとのことです。しかしながら、対象者によれば、対

象者は、2024 年４月 15 日、当該協議における対象者の代理人弁護士より、2024 年４月９日に提出された 2024 年９月期第

１四半期報告書にて判明した対象者の財務状況を鑑みると、対象者の財務状況が次第に悪化していることは明白であり、

かかる状況を踏まえると、公開買付者による対象者の子会社化及び完全子会社化を早期に進めない限り、金融機関から債

務超過の解消や借入金の早期弁済を求められる可能性が否定できないため、公開買付者による対象者の子会社化及び完全

子会社化を早期に進めるべきである旨助言を受けたとのことです。なお、対象者によれば、第１回公開買付けの開始の公

表は、2024 年９月期第１四半期報告書の提出の翌営業日であったため、第１回公開買付けの開始の公表時点においては、

当該代理人弁護士は 2024 年９月期第１四半期報告書の内容を検証中であり、当該代理人弁護士から上記の旨の助言は受け

ていなかったとのことです。公開買付者は、2024年４月15日、対象者より、当該代理人弁護士から上記の旨の助言を受け
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た旨伝達を受け、第２回公開買付けの成立をもって確実に対象者を子会社化し、可能な限り早期に本取引による対象者株

式の非公開化を完了させることが、公開買付者グループ入りすることによる対象者の信用補完に繋がり、本日現在取引停

止となっている対象者の取引先との信販取引等の再開等が見込め、対象者の利益率の向上が期待できることから、債務超

過となっている対象者の財務状況を改善させ、また、事業活動を安定させるためには最優先事項であると考えるに至り、

2024年４月16日、対象者に対して、第１回公開買付けの開始時において予定していた取引スキームを変更し、また、本契

約の変更覚書を締結することを予定している旨を伝達するとともに、同日、加藤氏及び Anela に対して、自己株式取得に

より対象者が Anela 所有株式を取得し、公開買付者による対象者の子会社化及び完全子会社化を 2024 年９月頃に完了する

ことを予定していた当初スキームを変更し、Anela 所有株式を第１回公開買付けに応募することについて打診を行いました

（なお、当初スキームにおいては、子会社化及び非公開化の完了予定時期は 2024 年９月頃でしたが、当該スキーム変更を

行った場合、子会社化の完了予定時期は 2024 年６月下旬又は７月上旬頃、非公開化の完了時期は、株式等売渡請求の場合

は2024年７月下旬又は８月上旬頃、株式併合の場合は2024年９月頃となります。）。これを受け、加藤氏及びAnelaとして

も、対象者の財務状況や対象者の代理人弁護士からの助言を踏まえると、2024 年６月下旬又は７月上旬頃となる予定の第

２回公開買付けの成立をもって確実に対象者を子会社化し、可能な限り早期に本取引による対象者株式の非公開化を完了

させることが、公開買付者グループ入りすることによる対象者の信用補完に繋がり、本日現在取引停止となっている対象

者の取引先との信販取引等の再開等が見込め、対象者の利益率の向上が期待できることから、債務超過となっている対象

者の財務状況を改善させ、また、対象者の事業活動を安定させるためには最優先事項であると考えるに至ったため、2024

年４月 24 日付で、加藤氏及び Anela との間で、Anela が第１回公開買付けに Anela 所有株式を応募する旨を含む本契約の

変更覚書を締結いたしました。 

＜後略＞ 

 

（４）買付け等の期間 

（変更前） 

2024年４月11日（木曜日）から2024年５月13日（月曜日）まで（20営業日） 

 

（変更後） 

2024年４月11日（木曜日）から2024年５月23日（木曜日）まで（28営業日） 

 

（５）決済の開始日 

（変更前） 

2024年５月20日（月曜日） 

 

（変更後） 

2024年５月30日（木曜日） 

 

以上 
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【勧誘規制】 

このプレスリリースは、本両公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成さ

れたものではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず本両公開買付けに関する公開買付説明書を注意深くお読み

いただいた上で、株主ご自身の判断で申込みを行ってください。このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込み若

しくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当する、又はその一部を構成するものではなく、このプレスリリース（若しくはその

一部）又はその配布の事実が本両公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また、契約締結に際してこれ

らに依拠することはできないものとします。 

【将来予測】 

このプレスリリース及びこのプレスリリースの参照書類には、対象者株式を取得した場合における、公開買付者の経営

陣の考え方に基づく、事業展開の見通しを記載しております。公開買付者、その他の企業等の今後の事業に関するものを

含めて、「予期する」、「予想する」、「意図する」、「予定する」、「確信する」、「想定する」等の、将来の見通しに関する表現

が含まれている場合があります。こうした表現は、公開買付者の現時点での事業見通しに基づくものであり、実際の結果

は多くの要因によって、これらの見込みから大きく乖離する可能性があります。公開買付者、対象者又はそれらの関連者

は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正したりする義務を負うものではありません。 

【米国規制】 

本両公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において又は米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便そ

の他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を

含みますが、これらに限りません。）を利用して行われるものでもなく、さらに米国内の証券取引所施設を通じて行われる

ものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本両公開買付けに応募するこ

とはできません。また、本両公開買付けに係るプレスリリース又は関連する書類は、米国内において若しくは米国に向け

て又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはでき

ません。上記制限に直接又は間接に違反する本両公開買付けへの応募はお受けできません。 

米国の居住者に対しては、また、米国内においては、有価証券又はその他同等物の買受けの勧誘は行っておらず、米国

の居住者が、また、米国内から、公開買付者に対してこれらを送ってきたとしてもお受けできません。 

【その他の国】 

国又は地域によっては、このプレスリリースの発表、発行又は配布に法律上の制限が課されている場合があります。か

かる場合はそれらの制限に留意し、遵守してください。本両公開買付けに関する株券の買付け等の申込み又は売付け等の

申込みの勧誘をしたことにはならず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。 

 

 


